事業廃止に係る面談（ヒアリング）記録
令和○年○○月○○日
作成者：サービス管理責任者　○○　○○
	氏名
	実施機関（区市町村）
	受給者番号

	
	
	

	本人（家族）の意向

	【本人】
確認者職氏名（　　）
確認日（　　）
確認方法（電話・対面・その他（　　））
障害福祉サービスの利用希望（はい・いいえ・その他（　　））
希望するサービス種別（　　）
具体的希望内容（　例）自宅から近い○○作業がある事業所に行きたい　　）
[bookmark: _GoBack]【家族（氏名（続柄等））】※本人のみで確認が取れる場合は記載不要のため削除してください。
確認者職氏名（　　）
確認日（　　）
確認方法（電話・対面・その他（　　））
障害福祉サービスの利用希望（はい・いいえ・その他（　　））
希望するサービス種別（　　）
具体的希望内容（　例）送迎を行っている事業所だとありがたい　　）

	関係機関（相談支援事業所等）との調整状況

	関係機関名（　　　　　　）
説明日（　　）
説明方法（電話・対面・その他（　　））
担当者部署及び氏名（　　）
廃止状況の説明（済・未済）
その他（担当者からの意見等）（　　）

	実施機関（区市町村）との調整状況

	説明日（　　）
説明方法（電話・対面・その他（　　））
担当者部署及び氏名（　　）
支給決定の調整（済・未済）
廃止状況の説明（済・未済）
その他（区市町村からの意見等）（　　）

	結　論

	移行（予定）日（　　）
移行先法人名（　　）
移行先事業所名（　　）
移行先サービス種類（　　）
その他（　例）○○株式会社へ就職　 ）



　　　


※「事業廃止に係る面談（ヒアリング）記録」作成に係る注意事項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４３条第４項に、指定障害福祉サービス事業者については、事業廃止（休止も含む。以下同じ。）の際、事業の廃止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないことが、事業者の責務として規定されています。
また、指定障害福祉サービス事業者が事業を廃止しようとする場合は、廃止の一月前までにその旨と、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置等を指定権者に届け出ることとされています。その際、指定権者においては、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料を提出させ確認することとなっています。この際、利用者の利用調整が未整備な場合には、勧告を行い、勧告内容に正当な理由がなく従わない場合は命令及び公示を行うこととされており、それでもなお勧告内容に従わない場合は、指定の取消しを行うこととされています。
本面談記録は調整内容を簡潔にまとめたものにすぎず、記載内容だけでは指定障害福祉サービス事業者として障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できない場合は、必要に応じて資料を追加で求めることがあります。その際は、利用者や関係機関と調整を行った更なる詳細資料を速やかに提出いただくことになりますのでご留意ください。

上記の注意事項を理解し、面談記録の内容についても相違ありません。　　法人代表者　○○　○○
